
太田市契約規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和７年３月３１日 

 

                 太田市長 清 水 聖 義 

 

太田市規則第５２号 

 

太田市契約規則の一部を改正する規則 

太田市契約規則（平成１７年太田市規則第７５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１５条の表１の項中「１，３００，０００円」を「２，０００，

０００円」に改め、同表２の項中「８００，０００円」を「１，５０

０，０００円」に改め、同表３の項中「４００，０００円」を「８０

０，０００円」に改め、同表４の項中「３００，０００円」を「５０

０，０００円」に改め、同表６の項中「５００，０００円」を「１，

０００，０００円」に改める。 

第４１条第２項ただし書中「１３０万円未満」を「２００万円未満」

に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の太田市契約規則第１５条及び第４１条第

２項ただし書の規定は、この規則施行の日以後に入札又は契約方法

が決定された案件について適用し、同日前に入札又は契約方法が決

定された案件については、なお従前の例による。 


